
　一言で高齢者虐待といっても１ページに記載のとおり、様々な状況があります。対応方法は、虐待の状況の深
刻さから「緊急事態」、「要介入」、「要見守り・支援」の３つのレベルに分けて考える必要があります。
　適切な対応を行うためにも、種類と程度の視点から虐待の状況を正確に把握することが大切です。

虐待かどうかの判断に迷
うことの多い状態です。
放置すると深刻化するこ
ともあるため、本人や家
族の支援、介護サービス
の見直し等を図ることが
大切です。

当事者に自覚がない場合
も含めて、外から見ると
明らかな虐待と判断でき
る状態で、専門職による
介入が必要な状態です。
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　介護支援専門員（ケアマネジャー）や介護保険事業所
等による家族への助言や情報提供、適切な介護サービス
の利用による介護負担の軽減などが介護者や家族への
サポートとなることがあります。
　また、民生委員や近隣住民の見守りや声かけなど日常
的なコミュニケーションが、不適切な
ケアを予防する上で効果的なことも
あります。

　状況に応じて警察や救急に連絡したり、やむを得ない
事由による措置（※）等により、高齢者本人を緊急避難さ
せることが必要です。
　ただし、家族間の問題は、
その後の関係の修復等も
含めて支援する必要があ
ります。

※やむを得ない事由による措置
　本人が家族等の虐待または無視を受けている場合など
のやむを得ない事由により、契約による介護サービスの
利用が著しく困難である場合に、市町が措置できる制度
（老人福祉法第１０条の４第１項、第１１条第１項第２
号による）

　専門職等のネットワークによる
問題解決が必要です。
　また、市町による対応手段、事業
所による対応マニュアルの整備が
求められています。

虐待の程度に応じた対応方法
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① コアメンバー
 市町担当部局の管理職と担当職員、事務委託の場合は委託先の職員を含みます。緊急の判断を求められ
ることがあるため、担当部局管理職は必須です。

② 事例対応メンバー
 虐待の事例に応じて、必要な支援が提供できる各機関等の実務担当者を召集します。
 メンバーは事例によって代わるが、「保健医療福祉サービス介入ネットワーク」を構成する各機関を中
心に、「早期発見・見守りネットワーク」構成機関等の参加も検討します。

③ 専門家チーム
 虐待の事例に応じて、専門的な対応が必要となる場合には、「関係専門機関介入支援ネットワーク」を
構成する機関の実務担当者を召集し、専門的な対応を図ります。

個別ケース会議のメンバー構成

養護者による高齢者虐待への対応手順

虐待を受けたと思われる
高齢者を発見した者

虐待を受けた
高齢者

市町等の高齢者虐待対応窓口
（受付記録の作成）

苦情処理窓口
関係機関へ

緊急性の判断
《コアメンバー》

（緊急性の判断、高齢者の安全確認方法、関連機関等への確認事項整理、担当者決定等）

高齢者の安全確認、事実確認

個別ケース会議（事例分析）
《コアメンバー、事例対応メンバー、専門家チーム》

援助方針、支援内容、各機関の役割、主担当者、連絡体制等を決定
（会議録、決定内容等の作成、責任者の確認）

関係機関・関係者による援助の実施

定期的な訪問等によるモニタリング

援助の終結

ケース会議による評価～援助方針、内容、各機関の役割の再検討
（会議録、決定内容等の作成、責任者の確認）

【より積極的な介入が必要と判断された場合】

高齢者・養護者

入院・保護
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養護者の負担軽減に向けた
相談・指導・助言・その他
必要な措置

立入調査○関連機関等から情報収集
○訪問調査による高齢者、養護者等の状況把握

○（必要に応じて）警察
　への援助要請
○高齢者の安全確認
○養護者等の状況把握
○緊急性の判断
　→　入院、一時保護
○調査報告の作成

老人福祉法による措置
○ショートステイ
○特別養護老人ホーム
　への入所

成年後見の申立

○家庭裁判所への後見
　等開始の審判の請求

（直ちに召集）

（事実確認後速やかに召集）

○養護者との分離を検討（入院・措置入所）
※生命や身体に関わる危険性が高く、放置して
　おくと重大な結果を招くおそれが予測される
　場合、あるいは他の方法では虐待の軽減が期
　待できない場合など

【既存の枠組みで対応が可能と判断されたとき】

【適切な権限の行使】

○継続した見守りと予防的な支援
○ケアプランの見直し
○社会資源の活用による支援
○介護技術等の情報提供
○問題に応じた専門機関による支援
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警察、医療機関、
その他関連機関
への連絡・調整

「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」（厚生労働省）より
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